
平成28年11月11日（金） 於：ＴＫＣ東京本社３F研修室 

初めての書面添付実践研修会を開催しました！ 

 ＴＫＣ東京都心会 新宿区揚場町２－１軽子坂ＭNビル３Ｆ Tel  03-3269-6061 

ＴＫＣ東京都心会かわら版 22-第 ７１号 
ＴＫＣ東京都心会  

日時：９月９日（金） 10:00～12:00 

講師：書面添付推進委員会 委員長 重田 正人 

内容：１．税理士法第３３条の２による添付書面の 

     具体的な書き方 

   ２．記載事例の紹介 

   ３．書面添付実践に関する質疑応答 

書面添付制度とは、税理士法第33条の2

（計算事項、審査事項等を記載した書面）

を言い、税理士法第1条における独立した

公正な立場において納税義務の適正な実現

を図るという税理士の公共的使命を実務面

で具現化した制度です。 

財務省の「平成25事務年度国税庁が達成すべき目

標に対する実績の評価書」によると、税理士法33

条の2に規定する書面の添付割合(法人税)は8.1％

となっています。平成25事務年度の法人税申告の

税理士関与件数は約24４万件で、書面添付件数は

その8.1％ですから約19万８千件。TKC会員の同

時期の法人税書面添付件数は10万６千件で、全体

の5４％を占めています。 

書面添付推進委員会 
 委員長 重田 正人 

・実際に提出された書面を拝見して、特別に難しいものでは

ないと感じ、安心しました。 

・ワーク研修については、少人数で教えていただいたので大

変よく理解できました。 

参加者の声 

次回の「書面添付書き方教室」は、１１月１１日
（金）に 

ＴＫＣ東京本社３Ｆ研修室にて開催します。 

2016.11.24 

日時 ： 11月11日（金） 14:00～17:00 

講師 ： 書面添付推進委員会  

 

 

14:00～14:25 書面添付実践の意義   重田 正人 

  

14:25～14:45 企業経営者・金融機関融資担当者の証言 

        （ビデオ視聴） 

 

14:45～15:15 実際の書面添付の解説  田井 一郎 

                      

15:25～16:25 ワーク研修                        

 

16:25～16:50 ワーク研修の発表 

 

16:50～17:00 質疑応答 

 書面添付制度の社会的評価は、ますます高まってきており、会計事務
所にとって、まさに書面添付の実践が必須の時代となってきています。 
 当委員会で、実際の各種資料等を持ち寄り、一緒に書面添付を作
成・学習する研修会を開催し、当日は2名の参加がありました。 

委員 田井 一郎 


